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収入役訓令  

 
那覇市収入役訓令第１号  
平成１９年３月３１日  
施 行 済  

 
 

地方自治法の改正により那覇市収入役事務決裁規程を廃止する訓令を次のように定
める。 
 
 

那覇市収入役職務代理者  
那覇市事務吏員      
出納室長   慶 利光  

 
    

那覇市収入役事務決裁規程を廃止する訓令 
 
那覇市収入役事務決裁規程(昭和60年収入役訓令第1号)は、廃止する。 

    
付 則 

この訓令は、平成 19 年 4 月 1 日から施行する。 
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会計管理者訓令  

 
那覇市会計管理者訓令第１号  
平成１９年４月１日  
施 行 済  

 
 

地方自治法の改正により那覇市会計管理者事務決裁規程を次のように定める。 
 
 

那覇市会計管理者  
山 口 栄 禄  

 
 

那覇市会計管理者事務決裁規程 
    

(趣旨) 
第1条 この規程は、会計管理者の権限に属する事務を迅速に処理し、事務能率の
向上を期し、かつ、内部的責任の範囲を明らかにするための事務の決裁について、
必要な事項を定めるものとする。 
(用語の意義) 

第２条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めると
ころによる。 

（１） 決裁 会計管理者又は出納室長若しくは副参事が会計管理者の権限に属す
る事務について、最終的に意思決定することをいう。 

（２） 専決 出納室長又は副参事がこの規程に定めるところにより会計管理者に
代わって決裁することをいう。 

（３） 代決 会計管理者又は専決者が不在のとき、会計管理者又は専決者に代わ
って決裁することをいう。 

（４） 決定 出納室長以下の職員が決裁に至るまでの手続過程において、その意
思を決定することをいう。 

（５） 不在 会計管理者若しくは専決者又は決定者が出張、病気その他の理由に
より決裁又は決定することができない状態をいう。 

(専決事項) 
第３条 出納室長の専決事預は、次の各号に掲げる事項とする。 
（１） 収入の調定の通知に関すること。 
（２） 報酬、費用弁償、給料、職員手当等、共済費、賃金及び旅費並びに遺族扶

助料の支出に関すること。 
（３） 報償費、需用費のうち燃料費、光熱水費及び賄材料費、役務費のうち通信

運搬費、火災保険料及び自動車損害保険料、委託料、使用料及び賃借料並び
に公課費の経常的な経費で、かつ、定例的な支出に関すること。 

（４） １件１，０００万円未満の工事請負費の支出に関すること。 
（５） 法律、条例、要綱に基づく1件1億円未満の扶助費の支出に関すること。 
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（６） 社会保険診療報酬支払基金又は国民健康保険団体連合会に支払う 1件1億
円未満の診療報酬の支出に関すること。 

（７） 過誤納金の還付及びこれに係る還付加算金の支出に関すること。 
（８） 市債の元利償還金の支出に関すること。 
（９） 前各号に定めるもののほか、１件２００万円未満の経費の支出に関するこ

と。 
(10)  事前合議に係る1件２００万円未満の経費の支出負担行為の審査に関する

こと。 
(11)  資金前渡又は概算払の精算に関すること。 
２ 副参事の専決事項は、次の各号に掲げる事項とする。 
（１） 歳入歳出外現金の受払いに関すること。 
（２） 現金の出納保管事務に附帯する記録管理を行うこと。 
（３） 有価証券の出納保管に関すること。 
（４） 振替及び更正による整理に関すること。 
（５）  前各号に定めるもののほか、定例的、かつ、軽易な事務処理に関すること。 

(準用） 
第４条  那覇市事務決裁規程(１９７１年那覇市訓令第８号)第４条及び第６条の規
定は、出納室長又は副参事が専決する場合に準用する。 
(代決） 

第５条 会計管理者が決裁すべき事項について、会計管理者が不在のときは、出納
室長が代決する。 

２ 出納室長が専決すべき事項について、出納室長が不在のときは、副参事が代決
する。 

   (代決の制限) 
第６条 前条に規定する代決は、あらかじめ指示を受けた場合又は特に至急処理し
なければならない場合に限りすることができる。 
(代決文書の閲覧) 

第７条 第５条の規定に基づき代決したときは、会計管理者又は専決者の登庁後速
やかに代決文書を閲覧に供しなければならない。 

  (後閲） 
第８条  決定すべき者が不在のため後閲とした事項については、決定すべきであっ
た者の登庁後速やかに決裁文書を閲覧に供しなければならない。 

 

付 則 

この訓令は、平成１９年４月１日から施行する。 
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告    示  

 
那覇市告示第１４９号  
平成１９年３月２９日  
掲 示 済  

 
市道路線認定並びに路線廃止に関する告示（道路管理室） 

 
 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第８条及び第１０条第１項に基づき、市道
の路線を次のとおり認定及び廃止する。 
 その関係図面は、告示の日から２週間那覇市建設管理部都市施設管理センター（道
路管理室）において、一般の縦覧に供する。 
 

那覇市長 翁 長 雄 志  
 
認定する路線 
整理 
番号 

路線名 
起 点 
終 点 

重要な経過地 

2056 小禄８６号 
 

字小禄７００番 
字小禄７６３番 

 
 

2057 小禄８７号 
 

字小禄５２９番 
字小禄５２０番 

 
 

 
廃止する路線 
整理 
番号 

路線名 
起 点 
終 点 

重要な経過地 

53 小禄中央線 
 

字小禄７５３番 
字小禄１３０番 

 
 

1024 小禄７号 
 

字小禄７００番 
字小禄６７９番 
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那覇市告示第１５０号  
平成１９年３月２９日  
掲 示 済  

 
市道路線の変更に関する告示（道路管理室） 

 
 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１０条第２項の規定に基づき、市道の路
線を変更する。 
 その関係図面は、告示の日から２週間那覇市建設管理部都市施設管理センター道
路管理室において、一般の縦覧に供する。 
 

那覇市長 翁 長 雄 志  
 
変更する路線 

整理 
番号 

路線名 
新
旧
別 

起 点 
終 点 

重要な経過地 

新 字銘苅２１３番２ 
字銘苅２１７番 

191 銘苅２号 
 

旧 字銘苅２１３番２ 
字銘苅２１６番１ 

 
 
 

新 古島１丁目１５番１ 
字古島８７番１ 

1211 古島４８号 
 

旧 古島１丁目１５番１ 
字銘苅１７４番１ 

 
 

新 字国場２２６番１ 
字国場３０３番 

1689 国場３２号 
 

旧 字国場２２６番１ 
字国場３０８番２ 
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那覇市告示第１５１号  
平成１９年３月２９日  
掲 示 済  

 
市道路線の区域決定並びに区域変更及び供用開始に関する告示（道路管理室） 

 
 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条の規定に基づき、市道路線を次の
とおり区域決定並びに区域変更及び供用開始をする。 
 その関係図面は、告示の日から２週間那覇市建設管理部都市施設管理センター道
路管理室において、一般の縦覧に供する。 
 

那覇市長 翁 長 雄 志  
 
区域決定及び供用開始する路線 
整理 
番号 

路線名 区  間 延長 m 幅員 m 備 考 

2056 小禄８６号 字小禄700番～ 
字小禄763番 

151.0 3.9～ 
5.2 

 

2057 小禄８７号 字小禄529番～ 
字小禄520番 

55.0 4.5～ 
6.0 

 

 
区域変更する路線 
整理 
番号 

路線名 
新 
旧 

区  間 延長 m 幅員 m 備 考 

新 古島1丁目15番1～ 
字古島87番1 

378.0 6.8～ 
16.9 

 1211 古島４８号 
 

旧 古島1丁目15番1～ 
字銘苅174番1 

608.5 6.8～ 
16.9 

 

新 字国場226番1～ 
字国場303番 

410.0 4.0～ 
6.0 

 1689 国場３２号 
 

旧 字国場226番1～ 
字国場308番2 

371.7 4.0～ 
5.3 

 

 
区域変更及び供用開始する路線 
整理 
番号 

路線名 
新 
旧 

区  間 延長 m 幅員 m 備 考 

新 字銘苅213番2～ 
字銘苅217番 

137.0 1.7～ 
3.8 

 191 銘苅２号 
 

旧 字銘苅213番2～ 
字銘苅216番1 

109.3 1.7～ 
2.3 
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那覇市告示第１５９号  
平成１９年３月３０日  
掲 示 済  

    
印影をみなおすことについて（市民税課） 

  

 
那覇市長 翁 長 雄 志  

 
該当する納税通知書等一覧 
＊平成 19 年度市民税・県民税納税通知書 
＊指定通知書（郵便局長宛） 
＊市民税・県民税更正（決定）通知書 
 
 
 

那覇市告示第１号  
平成１９年４月１日  
掲 示 済  

 
那覇市役所本庁舎駐車場使用料の徴収事務委託について（管財課） 

 
那覇市役所本庁舎駐車場使用料の徴収事務について、地方自治法施行令第１

５８条第２項及び那覇市会計規則第３４条第２項により告示する。 
 

那覇市長 翁 長 雄 志  
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１ 徴収事務の名称  那覇市役所本庁舎駐車場使用料の徴収事務 
 
２ 受託者の住所    那覇市首里末吉町４丁目６番地６ 
 
３ 受託者の名称    社団法人那覇市シルバー人材センター 
 
４ 委 託 期 間    平成 19 年４月１日から平成 20 年３月 31 日まで 
 
 
 

那覇市告示第２号  
平成１９年４月１日  
掲 示 済  

 
那覇市営住宅使用料等徴収業務委託について（市営住宅室） 

 
 地方自治法第１５８条第１項及び第２項並びに那覇市会計規則第３４条第１項及
び第２項により、次のとおり委託したので告示する。 
 

那覇市長 翁 長 雄 志  
 
徴 収 員 氏 名        住 所      委 託 期 間         担当市営住宅 

 名嘉元トヨ子 
那覇市壺川３－ 
２－５ 

自平成 19 年４月 １日 
至平成 20 年３月 31 日 

大名・真地・識名 
・樋川・汀良・安
謝・安謝第一・壷
川東改良・石嶺・
石嶺第二・田原・
久場川 

 高良恵美      
那覇市小禄１－ 
１９－２０ 

自平成 19 年４月 １日 
至平成 20 年３月 31 日 

宇栄原・銘苅・壷
川・辻・東・若狭
改良・若松・小禄 

 
 
 

那覇市告示第３号  
平成１９年４月１日  
掲 示 済  

 
那覇市営住宅使用料等集金代行業務委託について（市営住宅室） 

 
 地方自治法第１５８条第１項及び第２項並びに那覇市会計規則第３４条第１項及
び第２項により、次のとおり委託したので告示する。 
 

那覇市長 翁 長 雄 志  
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委託業者名 住 所      委 託 期 間         

株式会社沖縄債権回収 
サービス 
代表取締役社長 
平良 孝夫 

那覇市西１丁目 19 番７号 
自平成 19 年４月 １日 
至平成 20 年３月 31 日 

 
 
 

那覇市告示第２１号  
平成１９年４月１６日  

 
 平成 19年（2007年）２月那覇市議会定例会で議決された平成18年度那覇市国民
健康保険事業特別会計補正予算（第２号）の要領は次のとおりである。 
 

那覇市長 翁 長 雄 志  
 

平成18年度那覇市国民健康保険事業特別会計補正予算（第２号）（国民健康
保険課） 

 平成 18年度那覇市の国民健康保険事業特別会計の補正予算（第２号）は、次に定
めるところによる。 
 （歳入歳出予算の補正） 
第１条 既定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ844千円を減額し、歳入
歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 35,269,650 千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入
歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

  
第１表 歳入歳出予算補正 
 歳 入 

款 項 補正前の額 補正額 計 

 千円 
9,455,692 

千円 
△290,361 

千円 
9,165,331 

１国民健康保 
険税 

１国民健康保険税 9,455,692 △290,361 9,165,331 
 13,062,561 121,357 13,183,918 
１国庫負担金 8,193,516 80,070 8,273,586 

２国庫支出金 

２国庫補助金 4,869,045 41,287 4,910,332 
 4,453,874 △226,000 4,227,874 ４療養給付費 

等交付金 １療養給付費等交 
付金 

4,453,874 △226,000 4,227,874 

 1,654,363 12,096 1,666,459 ５県支出金 
１県補助金 1,484,939 12,096 1,497,035 
 3,858,807 382,064 4,240,871 ８繰入金 

１他会計繰入金 3,700,594 302,275 4,002,869 
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 ２基金繰入金 158,213 79,789 238,002 

歳 入 合 計 35,270,494 △844 35,269,650 

  
歳 出 

款 項 補正前の額 補正額 計 

 千円 
652,915 

千円 
△9,572 

千円 
643,343 

１総務管理費 472,834 △8,472 464,362 
４収納率向上特別 
 対策事業費 

37,540 △600 36,940 

１ 総務費 

５医療費適正化特 
別対策事業費 

29,717 △500 29,217 

 20,782,495 0 20,782,495 ２保険給付費 

１療養諸費 18,052,844 0 18,052,844 
 8,037,442 0 8,037,442 ３老人保健拠 

出金 １老人保健拠出金 8,037,442 0 8,037,442 
 1,975,034 0 1,975,034 ４介護納付金 
１介護納付金 1,975,034 0 1,975,034 

 126,763 0 126,763 ６保健事業費 
１保健事業費 126,763 0 126,763 

 64,247 8,728 72,975 ８諸支出金 
１償還金及び還付 
 加算金 

64,246 8,728 72,974 

歳 出 合 計 35,270,494 △844 35,269,650 

 
 
 

那覇市告示第２２号  
平成１９年４月１６日  

 
平成 19年（2007年）2月那覇市議会定例会で議決された平成18年度那覇市老人

保健特別会計の補正予算（第 2号）は次のとおりである。 
 

那覇市長 翁 長 雄 志  
 

平成 18 年度那覇市老人保健特別会計補正予算（健康推進課） 
 
平成18年度那覇市の老人保健特別会計の補正予算（第2号）は、次に定めるとこ

ろによる。 
 （歳入歳出予算の補正） 
第１条 既定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ500,000千円を減額し、
歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 24,210,282 千円とする。 
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２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入
歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 
第１表 歳入歳出予算補正 
歳 入                          （単位：千円） 

款 項 補正前の額 補正額 計 
 13,735,937 △256,670 13,479,267 １支払基金交 

付金 １支払基金交付金 13,735,937 △256,670 13,479,267 
 7,371,110 △171,113 7,199,997 ２国庫支出金 
１国庫負担金 7,371,110 △171,113 7,199,997 
 1,801,358 △42,778 1,758,580 ３県支出金 
１県負担金 1,801,358 △42,778 1,758,580 
 1,801,869 △42,779 1,759,090 ４繰入金 
１一般会計繰入金 1,801,869 △42,779 1,759,090 
 7 13,340 13,347 ６諸収入 
３雑入 4 13,340 13,347 

歳  入  合  計 24,710,282 △500,000 24,210,282 
  
歳 出                          （単位：千円） 

款 項 補正前の額 補正額 計 
 24,487,899 △500,000 23,987,899 １医療諸費 
１医療諸費 24,487,899 △500,000 23,987,899 

歳  出  合  計 24,710,282 △500,000 24,210,282 
 
 
 

那覇市告示第２３号  
平成１９年４月１６日  

 
平成 19年（2007年）2月那覇市議会定例会で議決された平成19年度那覇市一般

会計予算の要領は次のとおりである。 
 

那覇市長 翁 長 雄 志  
 

平成 19 年度那覇市一般会計予算（財政課） 
 
平成 19 年度那覇市の一般会計の予算は、次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算） 
第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ103,415,000千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予
算」による。 

 （債務負担行為） 
第２条 地方自治法（昭和22 年法律第67号）第214条の規定により債務を負担す
る行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第２表 債務負担行為」に
よる。 
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（地方債） 
第３条 地方自治法第230条第1項の規定により起こすことができる地方債の起債
の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第３表 地方債」による。 

 （一時借入金） 
第４条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額
は、17,000,000 千円と定める。 
（歳出予算の流用） 

第５条 地方自治法第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の
金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。 
（１）  各項に計上した給料、職員手当等及び共済費（賃金に係る共済費を除く。）

に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の
各項の間の流用 

 
第１表 歳入歳出予算 
歳 入                          （単位：千円） 

款 項 金 額 
 38,496,283 
１ 市民税 17,507,007 
２ 固定資産税 17,589,805 
３ 軽自動車税 385,288 
４ 市たばこ税 2,277,309 
５ 鉱産税 1 
６ 特別土地保有税 3 
７ 入湯税 25,723 

１ 市税 

８ 事業所税 711,147 
 809,512 
２ 自動車重量譲与税 457,006 
３ 地方道路譲与税 163,836 
４ 特別とん譲与税 8,041 

２ 地方譲与税 

５ 航空機燃料譲与税 180,629 
 61,276 ３ 利子割交付金 
１ 利子割交付金 61,276 
 77,805 ４ 配当割交付金 
１ 配当割交付金 77,805 
 48,280 ５ 株式等譲渡所得割交付金 
１ 株式等譲渡所得割交付金 48,280 
 2,861,524 ６ 地方消費税交付金 
１ 地方消費税交付金 2,861,524 
 230,095 ７ 自動車取得税交付金 
１ 自動車取得税交付金 230,095 
 294,163 ８ 国有提供施設等所在市町

村助成交付金 １ 国有提供施設等所在市町村
助成交付金 

294,163 

 440,801 ９ 地方特例交付金 
１ 地方特例交付金 190,460 
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 ２ 特別交付金 250,341 

 9,908,010 10 地方交付税 
１ 地方交付税 9,908,010 
 50,000 11 交通安全対策特別交付金
１ 交通安全対策特別交付金 50,000 
 1,195,366 
１ 分担金 1 

12 分担金及び負担金 

２ 負担金 1,195,365 
 2,719,594 
１ 使用料 2,037,021 

13 使用料及び手数料 

２ 手数料 682,573 
 23,910,241 
１ 国庫負担金 15,903,566 
２ 国庫補助金 7,896,572 

14 国庫支出金 

３ 委託金 110,103 
 6,036,067 
１ 県負担金 4,432,877 
２ 県補助金 955,706 

15 県支出金 

３ 委託金 647,484 
 293,154 
１ 財産運用収入 240,589 

16 財産収入 

２ 財産売払収入 52,565 
 33,942 17 寄附金 
１ 寄附金 33,942 
 4,649,296 
１ 特別会計繰入金 15,228 
２ 基金繰入金 4,634,067 

18 繰入金 

３ 基金借入金 １ 
 100,000 19 繰越金 
１ 繰越金 100,000 
 1,983,791 
１ 延滞金加算金及び過料 74,366 
２ 市預金利子 381 
３ 貸付金元利収入 970,967 
４ 受託事業収入 146,234 

20 諸収入 

５ 雑入 791,843 
 9,215,800 21 市債 
１ 市債 9,215,800 

歳 入 合 計 103,415,000 
 
歳 出                          （単位：千円） 

款 項 金 額 
 774,775 １ 議会費 
１ 議会費 774,775 

２ 総務費  8,652,484 
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１ 総務管理費 6,223,924 
２ 徴税費 1,240,418 
３ 戸籍住民基本台帳費 828,802 
４ 選挙費 206,315 
５ 統計調査費 55,402 

 

６ 監査委員費 97,623 
 41,884,307 
１ 社会福祉費 14,274,636 
２ 児童福祉費 14,238,872 
３ 生活保護費 13,370,798 

３ 民生費 

４ 災害救助費 1 
 6,715,322 
１ 保健衛生費 2,709,898 

４ 衛生費 

２ 清掃費 4,005,424 
 50,841 ５ 労働費 
２ 労働諸費 50,841 
 138,831 
１ 農業費 47,832 
２ 林業費 120 

６ 農林水産業費 

３ 水産業費 90,879 
 1,164,895 ７ 商工費 
１ 商工費 1,164,895 
 16,548,296 
１ 土木管理費 367,730 
２ 道路橋りょう費 1,322,338 
３ 河川水路費 132,469 
４ 港湾費 764,023 
５ 都市計画費 9,890,220 

８ 土木費 

６ 住宅費 4,071,516 
 4,128,220 ９ 消防費 
１ 消防費 4,128,220 
 11,379,481 
１ 教育総務費 1,501,934 
２ 小学校費 2,860,982 
３ 中学校費 2,439,183 
４ 幼稚園費 904,002 
５ 社会教育費 1,305,671 

10 教育費 

６ 保健体育費 2,367,709 
 4 
１ 農林水産施設災害復旧費 1 
２ 公共土木施設災害復旧費 2 

11 災害復旧費 

３ その他公共施設公用施設災
害復旧費 

1 

 11,797,278 12 公債費 
１ 公債費 11,797,278 
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 110,266 
１ 普通財産取得費 110,265 

13 諸支出金 

２ 公営企業貸付金 1 
 70,000 14 予備費 
１ 予備費 70,000 

歳 出 合 計 103,415,000 
 
第２表 債務負担行為                     （単位：千円） 

事   項 期 間 限度額 
自動紙折機賃借料（総務課） 平成 20年度から 

平成 23年度まで 
380 

郵便料計器賃借料（総務課） 平成 20年度から 
平成 23年度まで 

3,780 

給与関係事務委託料（人事課） 平成 20年度から 
平成 22年度まで 

66,000 

ファックス賃借料（秘書広報課） 平成 20年度から 
平成 23年度まで 

380 

軽乗用自動車賃借料（管財課） 平成 20年度から 
平成 23年度まで 

908 

ＩＳＯ９００１認証取得コンサルタント委託
料（経営企画室） 

平成 20 年度 
 

3,000 

自治基本条例策定コンサルタント委託料（経営
企画室） 

平成 20 年度 2,000 

光ファイバー回線使用料（情報政策課） 
 

平成 20年度から 
平成 24年度まで 

139,178 

インターネットセキュリティ保守料（情報政策
課） 

平成 20年度から 
平成 24年度まで 

47,750 

教育用ネットワーク保守委託料（情報政策課） 平成 20年度から 
平成 23年度まで 

4,111 

平成１９年度入替パソコン等リース料（情報政
策課） 

平成 20年度から 
平成 24年度まで 

16,443 

基幹系業務システム再構築推進事業（情報政策
課） 

平成 20年度から 
平成 25年度まで 

2,424,035 

複写機（２台）賃借料（税制課） 平成 20年度から 
平成 21年度まで 

3,072 

市県民税パンチ委託料（市民税課） 平成 20 年度 700 
ＦＡＸ一式賃借料（小禄支所)(市民課） 平成 20年度から 

平成 23年度まで 
452 

電話設備賃借料（小禄支所)(市民課） 平成 20年度から 
平成 23年度まで 

456 

複写機賃借料（小禄支所)(市民課） 平成 20年度から 
平成 23年度まで 

1,260 

電話賃借料（文化振興課） 平成 20年度から 
平成 23年度まで 

960 

複写機賃借料(歴史博物館) 平成 20年度から 
平成 23年度まで 

2,500 
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那覇市小口資金融資制度に係る損失補償(商工
振興課) 

平成 20年度から 
平成 30年度まで 

保障融資額の
うち、沖縄県
信用保証協会
が金融機関に
代位弁済した
額から中小企
業金融公庫が
補填する額を
差し引いた額 

家庭用指定ごみ袋製造費（環境政策課） 平成 20 年度 11,235 

樹木せん定枝等の再生処理業務委託料（クリー
ン推進課） 

平成 20年度から 
平成 21年度まで 

98,206 

動物愛護啓発事業作業車両リース料（環境保全
課） 

平成 20年度から 
平成 23年度まで 

1,200 

ファイルサーバ賃借料（健康推進課） 平成 20年度から 
平成 21年度まで 

246 

パソコン等一式リース料（障害福祉課） 平成 20年度から 
平成 23年度まで 

5,792 

営繕車リース料（こどもみらい課） 平成 20年度から 
平成 23年度まで 

1,140 

コピー機リース料（こどもみらい課） 平成 20年度から 
平成 21年度まで 

1,326 

保育所コピー機リース料（石嶺、泊、大名、当
蔵、赤平）（こどもみらい課） 

平成 20年度から 
平成 21年度まで 

2,152 

保育所コピー機リース料（与儀、大道、若狭浦、
鏡原、松川）（こどもみらい課） 

平成 20年度から 
平成 21年度まで 

2,256 

幼稚園複写機リース料（こどもみらい課） 平成 20年度から 
平成 23年度まで 

2,564 

幼稚園印刷機リース料（こどもみらい課） 平成 20年度から 
平成 23年度まで 

5,824 

久場川保育所実施設計・工事監理業務委託料
（こどもみらい課） 

平成 20 年度 4,461 

児童館コピー機リース料（国場、識名、久場川、
大名）（子育て応援課） 

平成 20年度から 
平成 23年度まで 

2,468 

パソコン等賃借料（子育て応援課） 平成 20年度から 
平成 23年度まで 

1,060 

検査車両リース料（建築指導課） 平成 20年度から 
平成 23年度まで 

1,440 

ＯＡ機器リース料（花とみどり課） 平成 20年度から 
平成 21年度まで 

2,500 

車両リース料（花とみどり課） 平成 20年度から 
平成 23年度まで 

3,000 

石嶺市営住宅第１期建替事業（昇降機・太陽光
発電・電波障害）（建築工事課） 

平成 20 年度 59,580 
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石嶺市営住宅第２期建替事業（建築工事課） 平成 20年度から 

平成 21年度まで 
2,020,809 

識名市営住宅建替事業（建築工事課） 平成 20年度から 
平成 21年度まで 

1,310,025 

ＯＡ機器リース（識名市営住宅建替事業）（建
築工事課） 

平成 20年度から 
平成 21年度まで 

454 

福州園機械・巡回警備業務委託料（公園管理室） 平成 20年度から 
平成 21年度まで 

1,520 

自動車リース料（土木管理事務所） 平成 20年度から 
平成 23年度まで 

5,956 

道路パトロール車リース料（道路管理室） 平成 20年度から 
平成 24年度まで 

3,150 

パソコン機器リース料（道路建設課） 平成 20年度から 
平成 22年度まで 

7,500 

車両リース料（消防本部総務課） 平成 20年度から 
平成 25年度まで 

20,615 

消防資機材リース料（消防本部総務課） 平成 20年度から 
平成 23年度まで 

21,000 

水難救助資機材リース料（消防本部総務課） 平成 20年度から 
平成 23年度まで 

9,164 

小エリア簡易無線機リース料（消防本部総務
課） 

平成 20年度から 
平成 23年度まで 

3,224 

高度救急処置シミュレーターリース料（消防本
部総務課） 

平成 20年度から 
平成 23年度まで 

1,228 

教育長車賃借料（教委・総務課） 平成 20年度から 
平成 24年度まで 

3,680 

複写機賃借料（中央、久茂地、首里）（中央図
書館） 

平成 20年度から 
平成 23年度まで 

3,348 

図書館システムサーバー室賃借料（中央図書
館） 

平成 20年度から 
平成 23年度まで 

1,350 

複写機賃借料（壺屋焼物博物館） 平成 20年度から 
平成 23年度まで 

1,084 

城北小学校校舎防音復旧事業（施設管理課） 平成 20 年度 168,761 

奥武山野球場の整備（市民スポーツ課） 平成 20年度から 
平成 21年度まで 

4,327,191 

公用車リース料（学校教育課） 平成 20年度から 
平成 23年度まで 

1,320 

平成 19 年度小学校教育用コンピュータ機器等
リース料（学校教育課） 

平成 20年度から 
平成 24年度まで 

195,346 

中学校普通教室用コンピュータ機器等リース
料（学校教育課） 

平成 20年度から 
平成 24年度まで 

158,240 

情報教育機器等の賃借料（教育研究所） 平成 20年度から 
平成 24年度まで 

6,300 
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小学校複写機リース料（学務課） 平成 20年度から 

平成 23年度まで 
2,964 

小学校印刷機リース料（学務課） 平成 20年度から 
平成 23年度まで 

10,108 

中学校複写機リース料（学務課） 平成 20年度から 
平成 23年度まで 

2,884 

中学校印刷機リース料（学務課） 平成 20年度から 
平成 23年度まで 

3,612 

識名小学校給食調理業務委託料（学校給食室） 平成 20年度から 
平成 23年度まで 

78,772 

城岳小学校給食調理業務委託料（学校給食室） 平成 20年度から 
平成 23年度まで 

69,844 

学校給食献立作成用パソコン賃借料（学校給食
室） 

平成 20年度から 
平成 23年度まで 

7,864 

首里・小禄学校給食センター警備業務委託料
（学校給食センター） 

平成 20年度から 
平成 21年度まで 

2,400 

那覇・真和志学校給食センター警備業務委託料
（学校給食センター） 

平成 20年度から 
平成 21年度まで 

2,400 

小禄学校給食センター事務連絡車両リース料
（学校給食センター） 

平成 20年度から 
平成 23年度まで 

1,440 

首里学校給食センター食缶洗浄機リース料（学
校給食センター） 

平成 20年度から 
平成 27年度まで 

24,408 

公用車リース料（青少年センター） 平成 20 年度 438 
議長車賃借料（議会事務局） 平成 20 年度 567 
 
第３表 地方債                        （単位：千円） 

起債の目的 限度額 起債
の方
法 

利率 償還の方法 

１ 一般廃棄物処理事業 
２ 産業経済施設整備事業 
３ 道路整備事業 
４ 都市計画事業 
５ 都市公園整備事業 
６ 市営住宅建設事業 
７ 消防施設整備事業 
８ 教育施設整備事業 
９ 臨時財政対策債 

204,000 
289,800 
242,700 

1,935,800 
919,300 
906,300 

1,014,600 
1,326,600 
2,376,700 

 

普通
貸借
又は
証券
発行
（登
録公
債） 

年８％以内（た
だし、利率見直
し方式で借り入
れる政府資金及
び公営企業金融
公庫資金につい
て、利率の見直
しを行った後に
おいては、当該
見直し後の利
率） 

償還期間は、
据置期間を含
め 30 年以内と
する。 
償還方法は、

元利均等、元金
均等等による。 
ただし、財政

の都合により、
据置期間中で
あっても繰上
償還し、償還年
限を変更し、又
は借り換える
ことができる。 

計 9,215,800    
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那覇市告示第２４号  
平成１９年４月１６日  

 
平成19年（2007年）２月那覇市議会定例会で議決された平成19年度那覇市土地

区画整理事業特別会計予算の要領は次のとおりである。 
 

那覇市長 翁 長 雄 志  
 

平成 19 年度那覇市土地区画整理事業特別会計予算（区画整理課） 
 
 平成 19年度那覇市の土地区画整理事業特別会計の予算は、次に定めるところによ
る。 
 （歳入歳出予算） 
第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ３,００９,２１１千円と定める。 
２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予
算」による。 
（債務負担行為） 

第２条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２１４条の規定により債務を負
担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第２表 債務負担行
為」による。 
（歳出予算の流用） 

第３条 地方自治法第２２０条第２項ただし書きの規定により歳出予算の各項の経
費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。 
（１）  各項に計上した給料、職員手当等及び共済費（賃金に係る共済費を除く。）

に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の
各項の間の流用 

 
第１表 歳入歳出予算 
歳 入 

款 項 金 額 

 千円 
4 

３ 小禄金城手数料 1 
５ 真嘉比古島第一地区手数料 1 

６ 壺川手数料 1 

１ 使用料及び手数料 

７ 小禄南手数料 1 
 357,000 ２ 国庫支出金 
４ 真嘉比古島第二国庫補助金 357,000 
 353 ３ 財産収入 
１ 壺川財産運用収入 39 
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２ 真嘉比古島第一地区財産

運用収入 
29 

３ 小禄金城財産運用収入 1 
４ 小禄南財産運用収入 21 

 

５ 真嘉比古島第二財産運用
収入 

263 

 2,229,881 
１ 総務管理繰入金 35,827 
３ 真嘉比古島第一地区繰入金 9,140 
６ 真嘉比古島第二繰入金 2,156,393 
８ 小禄南繰入金 9,772 

４ 繰入金 

９ 基金繰入金 18,749 
 9 
１ 総務管理繰越金 1 
３ 真嘉比古島第一地区繰越金 2 
４ 壺川繰越金 1 
５ 小禄金城繰越金 1 
７ 小禄南繰越金 2 

５ 繰越金 

８ 真嘉比古島第二繰越金 2 

 6 

４ 総務管理雑入 1 

８ 真嘉比古島第二雑入 1 

11 小禄金城延滞金、加算金及
び過料 

1 

12 真嘉比古島第一地区延滞
金、加算金及び過料 

1 

13 壺川延滞金、加算金及び 
過料 

1 

６ 諸収入 

14 小禄南延滞金、加算金及び 
過料 

1 

 222,683 
３ 小禄南保留地処分金 22,683 

７ 保留地処分金 

４ 真嘉比古島第二保留地処
分金 

200,000 

 17,149 

３ 小禄金城清算徴収金 1 

５ 真嘉比古島第一地区清算
徴収金 

1,539 

６ 壺川清算徴収金 12,116 

８ 清算徴収金 

７ 小禄南清算徴収金 3,493 

 180,000 ９ 分担金及び負担金 
４ 真嘉比古島第二負担金 180,000 

11 県支出金  2,126 
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１ 県委託金 385  

２ 県補助金 1,741 

歳  入  合  計 3,009,211 
 
歳 出 

款 項 金 額 
 千円 

35,664 
１ 土地区画整理総務費 

１ 総務管理費 35,664 
 2,955,832 
１ 真嘉比古島第一地区土地 

区画整理費 
17,280 

２ 壺川土地区画整理費 9,362 
３ 小禄金城土地区画整理費 1 
４ 真嘉比古島第二土地区画 

整理費 
2,895,487 

２ 土地区画整理事業費 

５ 小禄南土地区画整理費 33,702 
 17,157 
３ 小禄金城清算費 3 
４ 真嘉比古島第一地区清算費 1,541 

５ 壺川清算費 12,118 

３ 清算費 

６ 小禄南清算費 3,495 
 358 
１ 壺川基金積立金 40 
２ 小禄南基金積立金 22 
３ 小禄金城基金積立金 2 
４ 真嘉比古島第一地区基金 

積立金 
30 

５ 基金積立金 

５ 真嘉比古島第二基金積立金 264 
 200 ６ 予備費 
１ 予備費 200 

歳  出  合  計 3,009,211 
 
第２表 債務負担行為                      単位：千円 

事 項 期 間 限 度 額 
嘉比古島第二土地区画整理費 パソコン等 
機器賃借料 

平成２０年度から 
平成２２年度まで 

2,928 
 

真嘉比古島第二土地区画整理費 事務室機
械警備委託料 

平成２０年度から 
平成２３年度まで 

1,008 
 

真嘉比古島第二土地区画整理費 仮安置所
機械警備委託料 

平成２０年度から 
平成２３年度まで 

1,008 
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那覇市告示第２５号  
平成１９年４月１６日  

 
 平成 19年（2007年）２月那覇市議会定例会で議決された平成19年度の那覇市国
民健康保険事業特別会計予算の要領は次のとおりである。 
 

那覇市長 翁 長 雄 志  
 

平成 19 年度那覇市国民健康保険事業特別会計予算（国民健康保険課） 
 
 平成 19年度那覇市の国民健康保険事業特別会計の予算は、次に定めるところによ
る。 
 （歳入歳出予算） 
第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 38,231,710千円と定める。 
２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予
算」による。 

 （債務負担行為） 
第２条 地方自治法（昭和22 年法律第67号）第214条の規定により債務を負担す
る行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第２表 債務負担行為」に
よる。 

 （歳出予算の流用） 
第３条 地方自治法第220条第２項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の
金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。 
（１） 保険給付費の各項に計上された予算額に過不足を生じた場合における款

内でのこれらの経費の各項の間の流用 
 
第１表 歳入歳出予算 
 歳 入 

款 項 金  額 

 千円 
9,392,484 

 
１国民健康保険税 

１国民健康保険税 9,392,484 

 9,700 ２使用料及び手数料 
１手数料 9,700 
 13,258,784 
１国庫負担金 8,320,213 

３国庫支出金 

２国庫補助金 4,938,571 
 4,868,898 ４療養給付費等交付金 
１療養給付費等交付金 4,868,898 
 1,702,957 
１県補助金 1,517,227 

５県支出金 

２県負担金 185,730 

６共同事業交付金  4,920,591 
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 １共同事業交付金 4,920,591 

 2 ７財産収入 
１財産運用収入 2 
 4,015,179 

１他会計繰入金 4,015,178 

８繰入金 

２基金繰入金 1 

 2 ９繰越金 
１繰越金 2 
 63,113 
１延滞金加算金及び過料 2,310 
２預金利子 1 

10諸収入 

３雑入 60,802 
歳   入   合   計 38,231,710 

 
 歳 出 

款 項 金  額 

 千円 
680,259 

１総務管理費 494,339 
２徴税費 114,271 
３運営協議会費 849 
４収納率向上特別対策事業費 38,178 

 
１総務費 

５医療費適正化特別対策事業費 32,622 
 22,078,172 
１療養諸費 19,286,115 

２高額療養費 2,421,255 
３移送費 2 
４出産育児諸費 336,000 

２保険給付費 

５葬祭諸費 34,800 
 7,823,686 ３老人保健拠出金 
１老人保健拠出金 7,823,686 
 1,911,590 ４介護納付金 
１介護納付金 1,911,590 
 4,921,953 ５共同事業拠出金 
１共同事業拠出金 4,921,953 

 122,350 ６保健事業費 
１保健事業費 122,350 
 1 ７基金積立金 

１基金積立金 1 
 31,352 
１償還金及び還付加算金 31,351 

８諸支出金 

２繰出金 1 
９繰上充用金  1 
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 １繰上充用金 1 

 662,346 10予備費 
１予備費 662,346 

歳   出   合   計 38,231,710 

 
第２表 債務負担行為                      単位 千円 

事  項 期  間 限 度 額 
複写機（レセ室）賃借料 平成 20 年度から 

平成 23 年度まで 
2,196 

 
 
 

那覇市告示第２６号  
平成１９年４月１６日  

 
平成 19年（2007年）2月那覇市議会定例会で議決された平成19年度那覇市老人

保健特別会計の予算は次のとおりである。 
 

那覇市長 翁 長 雄 志  
 

平成 19 年度那覇市老人保健特別会計予算（健康推進課） 
 
平成 19 年度那覇市の老人保健特別会計の予算は、次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算） 
第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 24,478,624千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予
算」による。 

 
第１表 歳入歳出予算 
歳 入                          （単位：千円） 

款 項 金   額 
 13,141,732 １支払基金交付金 
１支払基金交付金 13,141,732 
 7,557,922 ２国庫支出金 
１国庫負担金 7,557,922 
 1,889,480 ３県支出金 
１県負担金 1,889,480 
 1,889,481 ４繰入金 
１一般会計繰入金 1,889,481 
 1 ５繰越金 
１繰越金 1 

 8 
１延滞金及び加算金 2 

６諸収入 

２預金利子 1 
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 ３雑入 5 

歳     入     合     計 24,478,624 
 
歳 出                          （単位：千円） 

款 項 金   額 
 24,478,616 １医療諸費 
１医療諸費 24,478,616 
 8 
１償還金 7 

２諸支出金 

２繰出金 1 
歳     出     合     計 24,478,624 

 
 
 

那覇市告示第２７号  
平成１９年４月１６日  

 
 平成 19年（2007年）２月那覇市議会定例会で議決された平成19年度那覇市市街
地再開発事業特別会計予算の要領は、次のとおりである。 
 

那覇市長 翁 長 雄 志  
 

平成 19 年度那覇市市街地再開発事業特別会計予算（市街地整備課） 
 
 平成 19年度那覇市の市街地再開発事業特別会計の予算は、次に定めるところによ
る。 
（歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ９９４，６５４千円と定める。 
２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予
算」による。 
（債務負担行為） 

第２条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２１４条の規定により債務を負
担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第２表 債務負担行
為」による。 
（地方債） 

第３条 地方自治法第２３０条第１項の規定により起こすことができる地方債の起
債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第３表 地方債」によ
る。 

 
第１表 歳入歳出予算 
歳 入 

款 項 金 額 

１ 国庫支出金  
千円 

５８０，１５０ 
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 １ 国庫補助金 ５８０，１５０ 

 １３８，５０３ 
３ 繰入金 

１ 一般会計繰入金 １３８，５０３ 

 １ 
４ 繰越金 

１ 繰越金 １ 

 ２７６，０００ 
６ 市債 

１ 市債 ２７６，０００ 

歳 入 合 計 ９９４，６５４ 

 
歳 出 

款 項 金 額 

 千円 
９９２，３１６ ２ 都市再開発事業費 

１ 都市再開発事業費 ９９２，３１６ 

 ２，３３８ ３ 公債費 
 １ 公債費 ２，３３８ 

歳 出 合 計 ９９４，６５４ 

 
第２表 債務負担行為 

事 項 期 間 限度額 
 

複写機賃借料 
 
平成 20 年度から平成 22年度まで 

千円 
１，４４０ 

 
第３表 地方債 

起債の目的 限度額 起債の方法 利 率 償還の方法 

 
１都市再開発 
事業 

 

  千円 
276,000 

 

 
普通貸借又
は証券発行
(登録公債） 

 
 年８％以内(ただ
し、利率見直し方
式で借り入れる政
府資金及び公営企
業金融公庫資金に
ついて、利率の見
直しを行った後に
おいては、当該見
直し後の利率) 

 
 償還期間は、据置期間
を含め３０年以内とす
る。 
 償還方法は、元利均等、
元金均等等による。 
 ただし、財政の都合に
より、据置期間中であっ
ても繰上償還し、償還年
限を変更し、又は借り換
えることができる。 

計 276,000    
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那覇市告示第２８号  
平成１９年４月１６日  

 
 平成19年（2007年）２月那覇市議会定例会で議決された平成19年度那覇市介護保
険事業特別会計予算の要領は次のとおりである。 
 

那覇市長 翁 長 雄 志  
 

平成 19 年度那覇市介護保険事業特別会計予算（ちゃーがんじゅう課） 
 
 平成19年度那覇市の介護保険事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。 
（歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ１４，５２７，４６０千円とす
る。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予
算」による。 
（債務負担行為） 

第２条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２１４条の規定により債務を負担
する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第２表 債務負担行為」
による。 
（歳出予算の流用） 

第３条 地方自治法第２２０条第２項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費
の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。 
（１） 保険給付費の各項に計上された予算額に過不足を生じた場合における款内

でのこれらの経費の間の流用 
 
第１表 歳入歳出予算 
 歳 入 

款 項 金 額 
 千円 

2,477,418 
１ 介護保険料 

１ 介護保険料 2,477,418 
 1,501 ２ 使用料及び手数料 
１ 手数料 1,501 
 3,197,992 
１ 国庫負担金 2,394,980 

３ 国庫支出金 

２ 国庫補助金 803,012 
 4,191,742 ４ 支払基金交付金 
１ 支払基金交付金 4,191,742 
 2,018,540 
１ 県負担金 1,962,261 
２ 財政安定化基金支出金 1 

５ 県支出金 

３ 県補助金 56,278 
６ 財産収入  962 
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 １ 財産運用収入 962 

 2,503,618 
１ 他会計繰入金 2,225,225 

７ 繰入金 

２ 基金繰入金 278,393 
 1 ８ 繰越金 
１ 繰越金 1 
 1,825 
１ 延滞金、加算金及び過料 2 

９ 諸収入 

３ 雑入 1,823 
 1 １０ 市債 
１ 市債 1 
 133,860 １１ サービス収入 
１ 予防給付費収入 133,860 

歳  入  合  計 14,527,460 

 
 歳 出 

款 項 金 額 
 千円 

496,410 
１ 総務管理費 262,737 
２ 徴収費 36,227 

１ 総務費 

３ 介護認定審査会費 197,446 
 13,406,894 
１ 介護サービス等諸費 12,175,186 
２ 介護予防サービス等諸費 1,211,158 

２ 保険給付費 

３ その他諸費 20,550 
 1 ３ 財政安定化基金拠出金 
１ 財政安定化基金拠出金 1 
 961 ４ 基金積立金 
１ 基金積立金 961 
 455,724 
１ 介護予防事業費 114,850 

５ 地域支援事業費 

２ 包括的支援事業・任意事業費 340,874 
 4,052 
１ 償還金及び還付加算金 4,051 

６ 諸支出金 

２ 繰出金 1 
 163,417 ７ 公債費 
１ 公債費 163,417 
 1 ８予備費 

 １ 予備費 1 

歳  出  合  計 14,527,460 
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第２表 債務負担行為                     単位 千円 

事    項 期    間 限  度  額 
複写機賃借料 平成２０年度から 

平成２３年度まで 
3,424 

パソコン賃借料 平成２０年度から 
平成２３年度まで 

2,680 

 
 
 
 

公    告  

 
那覇市公告第１８８号  
平成１９年３月３０日  
掲 示 済  

 
那覇広域都市計画の変更（都市計画課） 

 
 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２１条第２項の規定において準用す
る同法第１９条第１項の規定により、都市計画を変更したいので、同法第２１条第
２項の規定において準用する同法第１７条第１項の規定により、次のとおり公告し、
当該都市計画の案を公衆の縦覧に供します。 
 なお、当該都市計画の案について、縦覧期間満了の日までに那覇市長に意見書を
提出することができます。 
 

那覇市長 翁 長 雄 志  
 
１ 都市計画の種類及び名称 
 （１）那覇広域都市計画地区計画（那覇市石嶺市営住宅地区地区計画） 
 （２）那覇広域都市計画一団地の住宅施設（石嶺公営住宅） 
 （３）那覇広域都市計画道路（３・５・那１５号 牧志壺屋線） 
 
２ 都市計画を変更する土地の区域 
 （１）那覇広域都市計画地区計画（那覇市石嶺市営住宅地区地区計画） 

那覇市首里石嶺町２丁目の一部及び首里石嶺町４丁目の一部 
 （２）那覇広域都市計画一団地の住宅施設（石嶺公営住宅） 

那覇市首里石嶺町２丁目の一部及び首里石嶺町４丁目の一部 
 （３）那覇広域都市計画道路（３・５・那１５号 牧志壺屋線） 

那覇市牧志３丁目の一部 
 
３ 都市計画の案の縦覧場所 
  那覇市都市計画部都市計画課（新都心銘苅庁舎５階） 
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４ 縦覧期間 
  平成１９年３月３０日（金）から平成１９年４月１３日（金）まで 
 （午前８時３０分から午後５時１５分まで ただし、土・日曜日は除く） 
 
 
 

那覇市公告第２号  
平成１９年４月５日  
掲 示 済  

 
都市計画の図書の写しの縦覧について（都市計画課） 

 
 沖縄県知事から都市計画法（昭和43年法律第100号）第 21条第2項の規定にお
いて準用する同法第20条第1項の規定により、都市計画変更図書の写しの送付を受
けたので、同法第21条第2項の規定において準用する同法第 20条第2項及び同法
施行規則（昭和44年建設省令第49号）第 12条の規定により、次のとおり当該図書
の写しを公衆の縦覧に供する。 
 

那覇市長 翁 長 雄 志 
 
１ 都市計画の種類 
   那覇広域都市計画区域区分 
 
２ 都市計画の名称 
   区域区分 
 
※ 縦覧場所 
   那覇市都市計画部都市計画課（那覇市銘苅2-3-1 新都心銘苅庁舎5階） 
 
 
 
 
 

議  会  規  則  

 
那覇市議会規則第１号  
平成１９年３月２２日  
公 布 済  

 
那覇市議会会議規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

 
那覇市議会議長 久 高 将 光 
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那覇市議会会議規則の一部を改正する規則 
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上下水道局告示  

 
那覇市上下水道局告示第３４号  
平成１ ９年３ 月２ ７日  
掲 示 済  

 
 平成 19年（2007年）２月那覇市議会定例会で議決された平成19年度那覇市水道
事業会計予算の要領は次のとおりである。 
 

那覇市長 翁 長 雄 志  
 

平成 19 年度那覇市水道事業会計予算 

 
（総則） 
第１条 平成 19 年度水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。 
 
（業務の予定量） 
第２条 業務の予定量は、次のとおりとする。 
 (１)給水戸数                      148,000 戸 
 (２)年間総配水量                 40,150,200 ?  
 (３)一日平均配水量                   109,700 ?  
 (４)主要な建設改良事業 
   豊見城ポンプ場・配水池電気計装機械設備更新工事 

事業費   493,001 千円 
 
（収益的収入及び支出） 
第３条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。 
                 収  入 
 第１款 水道事業収益               8,607,438 千円 
  第１項 営業収益                8,448,168 千円 
  第２項 営業外収益                  74,420 千円 
  第３項 特別利益                     84,850 千円 
                 支  出 
 第１款 水道事業費用               8,194,542 千円 
  第１項 営業費用                7,729,839 千円 
  第２項 営業外費用                 429,793 千円 
  第３項 特別損失                   14,910 千円 
  第４項 予備費                    20,000 千円 
 
（資本的収入及び支出） 
第４条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める（資本的収入額が資
本的支出額に対し不足する額 1,855,168 千円は当年度分消費税及び地方消費税
資本的収支調整額39,869千円、減債積立金 790,550千円及び過年度分損益勘定留
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保資金 1,024,749 千円で補てんするものとする。）。 
                 収  入 
 第１款 資本的収入                  406,402 千円 
  第１項 補助金                   350,000 千円 
  第２項 出資金                    10,665 千円 
  第３項 固定資産売却代金               25,331 千円 
  第４項 その他資本収入                     1 千円 
  第５項 他会計貸付金償還金            20,405 千円 
                 支  出 
 第１款 資本的支出                2,261,570 千円 
  第１項 建設改良費                 966,019 千円 
  第２項 企業債償還金                790,550 千円 
  第３項 投資                    500,000 千円 

第４項 その他資本的支出                    1 千円 
  第５項 予備費                     5,000 千円 
 
（債務負担行為） 
第５条 債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次のとおりと
定める。 

事    項 期    間 限度額 

警備輸送業務委託 平成20年度から平成23年度まで 5,040 千円 

庁舎維持管理業務委託 平成19年度から平成20年度まで 29,973千円 

庁舎ネットワーク保守業務委託 平成 20 年度 404千円 

配水施設維持管理業務委託 平成19年度から平成20年度まで 53,960千円 

水質検査業務委託 平成19年度から平成20年度まで 6,406千円 

 
（予定支出の各項の経費の金額の流用） 
第６条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおり
と定める。 
(１)営業費用と営業外費用（消費税及び地方消費税に限る。） 

 
（議会の議決を経なければ流用することのできない経費） 
第７条 次に掲げる経費については、これらの経費の金額を、これらの経費のうち
他の経費の金額に、若しくはこれら以外の経費の金額に流用し、又はこれら以外
の経費をこれらの経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならな
い。 
(１)職員給与費                  1,346,984 千円 

 (２)交際費                        256 千円 
 
（たな卸資産購入限度額） 
第８条 たな卸資産の購入限度額は、36,779 千円と定める。 
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那覇市上下水道局告示第３５号  
平成１ ９年３ 月２ ７日  
掲 示 済  

 
 平成 19年（2007年）２月那覇市議会定例会で議決された平成19年度那覇市下水
道事業会計予算の要領は次のとおりである。 
 

那覇市長 翁 長 雄 志  
 

平成 19 年度那覇市下水道事業会計予算 

 
（総則） 
第１条 平成 19 年度下水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。 
 
（業務の予定量） 
第２条 業務の予定量は、次のとおりとする。 
 (１)水洗化戸数                    134,600 戸 
 (２)年間総処理水量                 34,288,300 ?  
 (３)一日平均処理水量                  93,683 ?  

(４)主要な建設改良事業  

古波蔵地内公共下水道工事     事業費    471,690 千円 

赤嶺汚水中継ポンプ場改築工事   事業費    188,675 千円 

し尿等下水道放流施設建設工事   事業費    162,993 千円 

 
（収益的収入及び支出） 
第３条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。 
                 収  入 
 第１款 下水道事業収益              3,962,099 千円 
  第１項 営業収益                3,416,169 千円 
  第２項 営業外収益                545,929 千円 
  第３項 特別利益                    1 千円 
                 支  出 
 第１款 下水道事業費用              3,857,759 千円 
  第１項 営業費用                3,094,425 千円 
  第２項 営業外費用                747,164 千円 
  第３項 特別損失                  6,170 千円 
  第４項 予備費                   10,000 千円 
 
（資本的収入及び支出） 
第４条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める（資本的収入額が資
本的支出額に対し不足する額 822,720 千円は当年度分消費税及び地方消費税資
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本的収支調整額 36,586千円、減債積立金13,000千円、過年度分損益勘定留保資
金317,954千円及び当年度分損益勘定留保資金 455,180千円で補てんするものと
する。）。 

                 収  入 
 第１款 資本的収入                2,287,693 千円 
  第１項 企業債                  680,200 千円 

第２項 補助金                  870,000 千円 
  第３項 出資金                  733,093 千円 
  第４項 その他資本収入               4,400 千円 
                 支  出 
 第１款 資本的支出                3,110,413 千円 
  第１項 建設改良費               1,973,900 千円 
  第２項 企業債償還金              1,106,107 千円 
  第３項 他会計借入金償還金             20,406 千円 
  第４項 投資                    5,000 千円 
  第５項 予備費                   5,000 千円 
 
（債務負担行為） 
第５条 債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次のとおりと
定める。 

事   項 期   間 限 度 額 
パーソナルコンピュータ賃借 平成 20 年度から平成 22年度まで 5,915 千円 
公共下水道維持管理業務委託 平成 19 年度から平成20年度まで 60,000 千円 
電算機器等保守管理業務委託 平成 19 年度から平成20年度まで 1,627 千円 
ポンプ場施設維持管理業務 
委託 

平成 19 年度から平成 20年度まで 14,375 千円 

再生水利用下水道事業水質 
検査業務委託 

平成 19 年度から平成 20年度まで 336 千円 

公共桝設置工事 平成 19 年度から平成 20年度まで 7,500 千円 
 
（企業債） 
第６条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと
定める。 
起債の目的 限度額 起債の方法 利率 償還の方法 

 
公共下水道事業 
 
流域下水道事業 

千円 
522,000 

 
158,200 

 
普通貸借又は
証券発行 
（登録公債） 

 
年８％
以内 

 
償還期間は、据置期間を

含め 30 年以内とする。 
償還方法は、元利均等、

元金均等等による。 
ただし、財政の都合によ

り、据置期間中であっても
繰上償還し、償還年限を変
更し、又は借り換えること
ができる。 
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（一時借入金） 
第７条 一時借入金の限度額は、600,000 千円と定める。 
 
（予定支出の各項の経費の金額の流用） 
第８条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおり
と定める。 
(１)営業費用と営業外費用（消費税及び地方消費税に限る。） 

 
（議会の議決を経なければ流用することのできない経費） 
第９条 次に掲げる経費については、これらの経費の金額を、これらの経費のうち
他の経費の金額に、若しくはこれら以外の経費の金額に流用し、又はこれら以外
の経費をこれらの経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならな
い。 
(１)職員給与費                    429,934 千円 

 (２)交際費                         30 千円 
 
 
 
 

那覇市上下水道局告示第３６号  
平成１ ９年３ 月２ ８日  
掲 示 済  

 
公共下水道の供用開始について 

 
下水道法第９条第１項及び同条第２項の規定により公共下水道５９次（雨水・汚

水）の供用及び処理開始を次のとおり公示する。 
 

那覇市上下水道事業管理者  
上下水道局長  松本 親  

 
 
１ 使用及び処理開始年月日  平成１９年３月２８日 
 
２ 使用及び処理開始区域  
 雨水 
銘苅３丁目の一部、字真嘉比の一部、首里末吉町２丁目の一部、首里末吉町３丁

目の一部、字古島の一部、字小禄の一部 
  
汚水 
字上間の一部、字仲井真の一部、首里大名町３丁目の一部、首里石嶺町３丁目の

一部、字真嘉比の一部、字古島の一部、字松川の一部、松島２丁目の一部、首里山
川町２丁目の一部、首里金城町３丁目の一部、字銘苅の一部、首里石嶺町４丁目の
一部、安謝１丁目の一部、安謝２丁目の一部、銘苅１丁目の一部、銘苅２丁目の一
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部、銘苅３丁目の一部、天久１丁目の一部、天久２丁目、おもろまち１丁目の一部、
おもろまち２丁目の一部、おもろまち３丁目の一部、おもろまち４丁目の一部、上
之屋１丁目の一部 
 
３ 供用及び処理開始する排水施設の位置 
 別紙図示のとおり 
 
４ 供用及び処理開始する排水施設の分流式又は合流式の別 
 分流式 
 
５ 図面を縦覧に供する場所及び期間 
 那覇市 上下水道局 給排水設備課 
 平成１９年３月２８日から２週間 
 
６ 終末処理場の位置 
 那覇浄化センタ－ 那覇市西３－１０－１ 
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那覇市上下水道局告示第３７号  
平成１ ９年３ 月３ ０日  
掲 示 済  

 
那覇市上下水道局指定給水装置工事事業者の指定について 

 
 那覇市上下水道局指定給水装置工事事業者規程第１０条１項の規定に基づき、別
紙のとおり告示する。 
 

那覇市上下水道事業管理者  
上下水道局長  松本 親  

 
那覇市上下水道局指定給水装置工事事業者名簿追加 

 

登録 

番号 
事  業  者 事 業 所 の 所 在 地 代 表 者 指定年月日 

浦添市 平成１９年 
３５１ 株式会社沖縄工設 

字経塚６３３番地 
大嶺 健 

１月２２日 

那覇市 平成１９年 
３５２ 株式会社鏡原組 

鏡原町２７番１号 
新里 英正 

１月２２日 

中頭郡読谷村 平成１９年 
３５３ 有限会社エコ電水 

字座喜味３１７９番地 
伊波 治 

 ２月６日 

うるま市 平成１９年 
３５４ 有限会社新垣設備 

字大田６３２番地の１ 
新垣 壮大 

３月２０日 

 
 
 
 

那覇市上下水道局告示第１号  
平 成 １ ９ 年 ４ 月 ２ 日  
掲 示 済  

 
那覇市排水設備指定工事店の更新について 

 
那覇市下水道条例第１６条第１項の規定に基づき、継続申請があったので次のと

おり告示する。 
 

那覇市上下水道事業管理者  
上下水道局長  松本 親  
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指定工事店名   別紙のとおり 
有効期間     自 平成１９年４月 １日 
         至 平成２４年３月３１日 
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那覇市上下水道局告示第２号  
平 成 １ ９ 年 ４ 月 ２ 日  
掲 示 済  

 
那覇市排水設備指定工事店の取消しについて 

 
那覇市下水道条例第１７条第１項第２号の規定に基づき、別紙指定工事店を取消

すので告示する。 
 

那覇市上下水道事業管理者  
上下水道局長  松本 親  

 
取消す指定工事店名  別紙のとおり 
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病  院  告  示  

 
那覇市病院告示第３号  
平成１９年４月２日  
掲 示 済  

 
那覇市立病院医事業務委託に伴う収納事務について 

 
医事業務委託に伴う収納事務について地方公営企業法施行令第２６条の４第１項

により告示する。 
 

那覇市病院事業管理者       
市立病院長 與 儀 實 津 夫  

 
 
１ 委 託 業 務 の 名 称  那覇市立病院使用料及び手数料の収納事務 
２ 受 託 者 の 住 所    東京都千代田区神田駿河台 2丁目 9番地 
３ 受 託 者 の 名 称    株式会社 ニチイ学館  代表取締役 森 嶬 
４ 受 託 期 間           自 平成１９年 ４月  １日 
                         至 平成２０年 ３月３１日 
 
 
 
 

那覇市病院告示第４号  
平成１９年４月２日  
掲 示 済  

 
那覇市立病院医事業務委託に伴う収納事務について 

 
医事業務委託に伴う収納事務について地方公営企業法施行令第２６条の４第１項

により告示する。 
 

那覇市病院事業管理者       
市立病院長 與 儀 實 津 夫  

 
 
１ 委 託 業 務 の 名 称  那覇市立病院使用料及び手数料の収納事務 
２ 受 託 者 の 住 所     沖縄県宜野湾市普天間1丁目10番8号 
３ 受 託 者 の 名 称      有限会社 ベストコレクト 取締役社長 桃原広明 
４ 受 託 期 間            自  平成１９年 ４月  １日 
                          至  平成２０年 ３月３１日 



      那 覇 市 公 報    第１４５５号   2007（平成19）年４月16日 

 138 

 
 
 

那覇市病院告示第５号  
平成１９年４月２日  
掲 示 済  

 
那覇市立病院医事業務委託に伴う収納事務について 

 
医事業務委託に伴う収納事務について地方公営企業法施行令第２６条の４第１項

により告示する。 
 

那覇市病院事業管理者       
市立病院長 與 儀 實 津 夫  

 
 
１ 委 託 業 務 の 名 称  那覇市立病院使用料及び手数料の収納事務 
２ 受 託 者 の 住 所      沖縄県那覇市西1丁目１９番７号 
３ 受 託 者 の 名 称      株式会社  沖縄県債権回収サ－ビス 
４ 受 託 期 間            自  平成１９年 ４月  １日 
                          至  平成２０年 ３月３１日 
 
 
 
 
 
 
 

教育委員会規則  

 
那覇市教育委員会規則第５号  
平成１ ９年３ 月２ ９日  
公 布 済  

 
 
 那覇市教育委員会教育長に対する事務の委任等に関する規則の一部を改正する規
則を次のように定める。 
 
 

那覇市教育委員会   
委員長 仲村渠良雄  
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那覇市教育委員会教育長に対する事務の委任等に関する規則の一部を改正する規則 
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那覇市教育委員会規則第６号  
平成１ ９年３ 月２ ９日  
公 布 済  

 
 
 那覇市教育委員会の組織等に関する規則の一部を改正する規則を次のように定め
る。 
 
 

那覇市教育委員会   
委員長 仲村渠良雄  
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那覇市教育委員会の組織等に関する規則の一部を改正する規則 
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那覇市教育委員会規則第７号  
平成１ ９年３ 月２ ９日  
公 布 済  

 
 
 那覇市青少年指導員に関する規則を次のように定める。 
 
 

那覇市教育委員会   
委員長 仲村渠良雄  

 
 

那覇市青少年指導員に関する規則 
 
(目的) 

第1条 この規則は、青少年の非行防止及び青少年を取り巻く環境の浄化活動を推進
する青少年指導員に関し必要な事項を定め、もって青少年の健全育成を図ること
を目的とする。 
(設置) 

第2条 本市に青少年指導員(以下「指導員」という。)を置く。その定数は102人以
内とし、現に委嘱する指導員の数は教育長が別に定める。 

2 指導員は、非常勤とする。 
(職務) 

第3条 指導員は、次に掲げる職務を行なうものとする。 
(1) 青少年に対する街頭指導 
(2) 青少年に関する相談及び支援 
(3) 青少年に関する情報提供及び関係機関との連携 
(4) 青少年の健全育成のための啓蒙活動 
(5) 青少年の健全育成のための環境浄化活動 
(委嘱) 

第4条 指導員は、次に掲げる者のうちから教育長が委嘱する。 
(1) 青少年の保護育成に関係ある機関及び団体の職員 
(2) 青少年問題に理解と識見を有する者 
(任期) 

第5条 指導員の任期は、2年とする。ただし、欠員を補充するために委嘱される指
導員の任期は、現に委嘱されている指導員の任期満了の日までとする。 

2 教育長は、前項の規定にかかわらず、特別の理由があるときは、その任期中にお
いても指導員を解嘱することができる。 

3 指導員は、再任されることができる。 
(服務) 

第6条 指導員は、青少年の人格を尊重し、理解をもって青少年に接しなければなら
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ない。 
2 指導員は、相互に密接に連絡し、協力しなければならない。 
3 指導員は、その職務を遂行するに当たって、法令、条例、教育委員会の定める規
則及び規程に従わなければならない。 

4 指導員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後もまた
同様とする。 

5 指導員は、その職の信用を傷つけ、又はその職全体の不名誉となるような行為を
してはならない。 

6 指導員は、職務中は身分証明書を携帯し、必要があるときは関係者に提示しなけ
ればならない。 
(委任) 

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は教育長が別に定める。 
 

付 則 
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。 
2 廃止前の那覇市青少年センター設置条例施行規則(昭和52年那覇市教育委員会規
則第9号)第5条の規定により委嘱された青少年指導員は、当該青少年指導員の任期
の満了する日までの間は、この規則の規定により委嘱された指導員とみなす。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

那覇市教育委員会規則第８号  
平成１ ９年３ 月２ ９日  
公 布 済  

 
 
 那覇市教育委員会防火管理規則等の一部を改正する規則を次のように定める。 
 
 

那覇市教育委員会   
委員長 仲村渠良雄  
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那覇市教育委員会防火管理規則等の一部を改正する規則 
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那覇市教育委員会規則第９号  
平成１ ９年３ 月２ ９日  
公 布 済  

 
 
 那覇市立幼稚園管理運営規則及び那覇市教育委員会の教育行政運営ビジョンの策
定等に関する規則の一部を改正する規則を次のように定める。 
 
 

那覇市教育委員会   
委員長 仲村渠良雄  
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那覇市立幼稚園管理運営規則及び那覇市教育委員会の教育行政運営ビジョン
の策定等に関する規則の一部を改正する規則 
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教育委員会訓令  

 
那覇市教育委員会訓令第３号  
平成１ ９年３ 月２ ９日  
施 行 済  

 
 
 那覇市立学校職員に係る教職員評価システム苦情対応規程の一部を改正する訓令
を次のように定める。 
 
 

那覇市教育委員会   
委員長 仲村渠良雄  
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那覇市立学校職員に係る教職員評価システム苦情対応規程の一部を改正する訓令 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

那覇市教育委員会訓令第４号  
平成１ ９年３ 月２ ９日  
施 行 済  

 
 
 那覇市教育委員会人事評価規程の一部を改正する訓令を次のように定める。 
 
 

那覇市教育委員会   
委員長 仲村渠良雄  
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那覇市教育委員会人事評価規程の一部を改正する訓令 
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選挙管理委員会告示  

 
那覇市選挙管理委員会告示第１号  
平 成 １ ９ 年 ４ 月 １ 日  
掲 示 済  

 
那覇市選挙管理委員会規程の一部を改正する告示を次のように定める。 

 
那覇市選挙管理委員会     
委員長 瀬 良 垣 武 安  

那覇市選挙管理委員会規程の一部を改正する告示 
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那覇市選挙管理委員会告示第２号  
平 成 １ ９ 年 ４ 月 ２ 日  
掲 示 済  

 
直接請求に要する選挙権を有する者の数について 

 
 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第７４条第１項及び第７５条第１項並び
に市町村の合併の特例に関する法律（昭和４０年法律第６号）第４条第１項及び第
４条の２第１項に規定する選挙権を有する者の総数の５０分の１の数並びに地方自
治法第７６条第１項、第８０条第１項、第８１条第１項及び第８６条第１項並びに
地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和３１年法律第１６２号）第８条第
１項に規定する選挙権を有する者の総数の３分の１の数並びに市町村の合併の特例
に関する法律第４条第１１項及び第４条の２第１５項に規定する選挙権を有する者
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の総数の６分の１の数は、それぞれ次のとおりである。 
 

那覇市選挙管理委員会     
委員長 瀬 良 垣 武 安  

 
１ 選挙権を有する者の総数の５０分の１の数   ４，８７１人 
 
２ 選挙権を有する者の総数の３分の１の数   ８１，１７３人 
 
３ 選挙権を有する者の総数の６分の１の数   ４０，５８７人 
 
 
 

那覇市選挙管理委員会告示第３号  
平 成 １ ９ 年 ４ 月 ２ 日  
掲 示 済  

 
特定国外派遣隊員の不在者投票用紙等の交付及び郵送開始日について 

 
 平成１９年４月２２日執行の参議院沖縄県選出議員補欠選挙において、公職選挙
法施行令（昭和２５年政令第８９号）第５９条の５の４第７項の規定により、告示
日前に投票用紙及び投票用封筒を交付し、又は郵便をもって発送する場合、その交
付及び発送を開始する日は、平成１９年４月３日とする。 
 

那覇市選挙管理委員会     
委員長 瀬 良 垣 武 安  

 
 
 

那覇市選挙管理委員会告示第４号  
平 成 １ ９ 年 ４ 月 ２ 日  
掲 示 済  

 
那覇市農業委員会委員の解任請求に要する選挙権を有する者の数について 

 
農業委員会等に関する法律（昭和２６年法律第８８号）第１４条第１項の規定に

基づく農業委員会委員の解任請求に要する数は、次のとおりである。 
 

那覇市選挙管理委員会     
委員長 瀬 良 垣 武 安  

 
農業委員会委員の選挙権を有する者の２分の１以上の数 ２５８人 
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公平委員会規則  

 

                                      
管理職員等の範囲を定める規則の一部を改正する規則 
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那覇市情報公開条例施行規則の一部を改正する規則 
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公平委員会訓令  

 

                                      
 
 

那覇市公平委員会処務規程の一部を改正する訓令 
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福祉事務所長訓令  

 
 

那覇市福祉事務所長訓令第４号  
平成１ ９年３ 月２ ９日  
施 行 済  

 
 
那覇市福祉事務所事務専決規程の一部を改正する訓令を次のように定める。 

 
 

那覇市福祉事務所長 与 儀 弘 子  
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那覇市福祉事務所事務専決規程の一部を改正する訓令 
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正    誤  

 
○那覇市公報号外第 679 号の正誤 
 2007(平成19)年3月30日付け那覇市公報号外第679号の那覇市規則第15号について、
次のとおり訂正する。 
 
1068ページ 
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○那覇市公報号外第 679 号の正誤 
 2007(平成19)年3月30日付け那覇市公報号外第679号の那覇市規則第24号について、
次のとおり訂正する。 

訂 正 内 容 
ページ 訂 正 箇 所 

訂 正 前 訂 正 後 

1144 下から1行目 公布の日 平成19年4月1日 
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